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＊公共政策学：国民の生活を大きく左右する公共政策を改善し、社会問題

の解決を図る新しい社会科学。
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館山市公共下水道事業の財政状態（イメージ）
市

鏡ケ浦クリーンセンター
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繰入金
約３億円/年

・公営企業（汚水処理サービス）であり
ながら料金収入で維持できない事業、

・5,500人しか使えない施設を5万
市民が支えている～市民の税金＝繰
入金で維持している現状

下水道管

マンホール

使用料収入
１億円

課題：市民の９割は浄化槽、処理費用の負担は不公平。下水道２，６６０円：浄化槽４，１６０円
人口が半減する時代に、更新財源を未来永劫、市が無制限に負担して
維持しなければいけないことを市民にどうやって理解してもらうか。



初期
投資

更新投資

老朽化
対策投資

人口減少による利用者の減と迫る更新で
ますます下水道の財政は厳しくなる

減価償却費

使用料収入

減価償却費

使用料収入

耐用年数35～50年

（新規） （更新）

費用が２倍に

※この間に建設物価は倍増

更新工事が本格化し費用
が増大する

市の人口減で利用者
の増が見込めず、
使用料収入は減少

市人口の推移

使用料収入
の推移

1998年（供用開始時） 2023年（現在）                 2050年（推計）                 

５３,１５８人 ４４,４１４人 ３０,７１０人

２,１５１千円 ９５,４６０千円
６９,０４９千円
収入は減ってもコスト
は同じくかかる

約１６％減

約４３３７％増

約３１％減

約２８％減

※区域拡大による増
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↓

施設のコスト

事務費
施設管理費
200 (40%)

支払利息        
50(10％)

減価償却費
240
（50％）

＊使用料を２倍にして維持管理費をようやく
確保できるレベル
・更新費用はすべて市一般会計から支援

—

↓

長期前受
金戻入
130（27％）

収入490     支出490百万円

209ha 損益計算書

使用料
100(20％)

繰入金
260（53％）

館山市下水道の財政構造 （令和４年度決算）

国補助金

下水道債
 9,233百万円

( 44％)
一般会計繰入金

で返済を支援

その他 426百万円 受益者負担金 757百万円

資産 

処理場 
11,272百万円
（53％）

建設財源

繰入金
3,410百万円（16％）

7,709百万円（36%)

管渠

9,411百万円

（47％） 

209ha 貸借対照表

総事業費 21,109百万円
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一人当たり    380万円
１世帯当たり  760万円
（1世帯2人として計算）

維持管理コスト



館山市の水道と下水道の原価と料金
原価 ３４２円：８３１円
単価 ２４５円：１６４円
料金(月20㎥税込）
水道4,088円：下水道2,660円

2022（令和４）年度下水道事業・三芳水道企業団決算
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使用料単価　　 164円/㎥

下水道事業

資本費
532円

（100％）

一般会計繰入金
　　　　　　（基準内）

532円
（100％）

800

831円

単　価
（円/㎥）

給水原価　342円/㎥

供給単価　245円/㎥

上水道事業

汚水処理原価　299円/㎥

使用料単価　　 164円/㎥

下水道事業（決算統計によるもの）

汚水処理原価　831円/㎥

600

維持管理費
299.0円
（100％）

料金収入
160.6円
（53.7％）

一般会計繰入金
　　　　　　（基準外）

138.4円
（46.3％）

299円

料金収入
160.6円
（53.7％）

一般会計繰入金
　　　　　　（基準外）

138.4円
（46.3％）

資本費
139.8円
（40.9％）

維持管理費
202.2円
（59.1％）

料金収入
245円

（71.6％）

県・関係市補助金等
97円

（28.4％）

維持管理費
299.0円
（100％）

342円

500

700

100

400

300

200



館山市の経費区分とその財源(令和3年度決算)
～費用の３/４を一般会計で負担、基準内か、基準外かの判断は市の判断

経　費

財　源

資本費 維持管理費

使用料で賄うべき
経費を一般会計で
補填しています

一般会計繰入金(基準内)

100.0%

減価償却費

77.3.%

企業債利息

22.7%

一般事務費

7.5%

維持管理費(浄化センター)

75.7%

職員給与費

16. 8%

使用料収入

49.5%

一般会計繰入金（基準外）

50.5%
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＊国の地財措置は
６０％（処理区域内人口密度 26人/ha）の7割＝４２％
とすると、５８％は館山市の一般財源を充当
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汚水処理施設の建設改良に係る国の地方財政措置～館山市は４２％

公共下水道（狭義） 公共下水道（狭義）以外※

〇公費負担は下記のとおり（青色及び黄色の着色部）

・分流式として下水道事業債の元利償還金の７割

※公共下水道（狭義）以外の下水道とは、下記を指す。

・その他の公共下水道（特定公共下水道、特定環境保全公共下
水道、流域下水道）

・集落排水（農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排
水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設）

・浄化槽（特定地域生活排水処理施設、個別排水処理施設）

〇公費負担は下記のとおり（青色及び黄色の着色部

・合流式は下水道事業債の元利償還金の６割

・分流式は同元利償還金の７割～３割（処理区域内人口密度に応じて）



計画した下水道の整備をすべて完了させるのは人口減少と財政上無理。
事業を縮小・中止して事業転換（個別処理へ）し、館山市は自助・自立を
図り展望を開く・・・
供用した現在の下水道は、使用料を改定して事業の財政基盤を強化しながら当面維
持、新規整備は原則として行わない・・・・・・（館山市下水道事業経営戦略）

認可区域
４５０ha

現在区域
２０９ha

整備区域
を縮小

現在区域
２０９ha

+α

縮小したことに
より、浮いた税
金 ＝

埋蔵
金

早めの「損切」で浮いた「埋蔵金」はこれからの「まちづくり」に使う
＝民間企業の場合、早期の「事業撤退」は評価される。

そんきり

４５０haと209haの事業費差額
１７７億３千万円 ＝埋蔵金

現在区域
２０９ha
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